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日本原子力発電㈱敦賀発電所２号機蒸気発生器 

１次冷却材入口管台溶接部の損傷について 

 

原子力安全・保安院は、本日（平成１９年１０月１８日）、日本原子力発電㈱から、定

期検査中の敦賀発電所２号機（加圧水型軽水炉：定格電気出力１１６万キロワット）に

おける、蒸気発生器１次冷却材入口管台溶接部の損傷について、以下のように報告

を受けた。 

なお、9月 25日に関西電力㈱美浜発電所 2号機で発生した類似事象も踏まえ、加

圧水型軽水炉を設置する事業者に対して、同様の蒸気発生器出入口管台溶接部に

ついて、運転中の漏えい監視を強化するよう指示した。 

 

１．日本原子力発電㈱からの報告内容 

定期検査中の敦賀発電所２号機において、配管表面の残留応力を低減させる予

防保全対策工事の一環として、蒸気発生器１次冷却材出入口管台※１溶接部のショッ

トピーニング※２実施前の確認のため渦流探傷試験※３を実施したところ、有意な信号

指示が、B 蒸気発生器入口管台溶接部で５箇所、A 蒸気発生器入口管台溶接部で１

箇所認められた。（別紙１参照） 

その後、B 蒸気発生器の当該部について目視点検を実施したところ、目視で確認

できる傷が３箇所確認された。 

このため、渦流探傷試験において有意な信号指示が認められた箇所について超

音波探傷試験※４により深さを測定した結果、本日（１０月１８日）、B 蒸気発生器の当

該部周辺の板厚の実測値約７９ｍｍに対し、最大約１２ｍｍの深さをもつ傷が２箇所

あり、板厚の最小値は約６７ｍｍであることが確認された。また、この板厚の最小値

は、工事計画認可申請書に記載されている板厚７５ｍｍを下回ると評価されたため、

当該部において技術基準上必要な板厚を下回っている部分があることが確認され

た。 

なお、Ｂ蒸気発生器出口管台溶接部については渦流探傷試験において異常は認

められなかった。今後、当該溶接部以外の５つの溶接部（Ａ蒸気発生器出口管台、Ｃ、

Ｄ蒸気発生器出入口管台）について、渦流探傷試験により健全性を確認する。 

本事象に伴う、施設内及び周辺のモニタリングポストの指示値に異常はなく、本事

象による周辺環境及び作業員への影響はない。 

※１：管台 

蒸気発生器本体に配管等を接続するために設けられた部分で、蒸気発生器本

体と一体構造になっている。 



※２：ショットピーニング 

金属表面に金属の玉を高速度であてることにより、金属表面の残留応力を低

減させる方法  

※３：渦流探傷試験 

  高周波電流を流したコイルを管台に挿入することで管台に渦電流を発生させ、

管台の欠陥により起こった渦電流の変化を電気信号として取り出すことで欠陥

を検出する方法  

※４：超音波探傷試験 

   超音波を使って金属などの内部にある有害な傷を検出する方法  

 

２．原子力安全・保安院の対応 

本件は安全上重要な機器等が技術基準に適合していないと認められた

ことから、法令に基づく報告を受けたもの。 

今後、法令に基づき事業者が行う原因究明及び再発防止策について、

厳格に確認してまいりたい。 

なお、関西電力㈱美浜発電所２号機においても、６００系ニッケル基合

金により溶接された蒸気発生器１次冷却材入口管台溶接部において同

様の損傷事象が発生した旨、報告を受けている（平成１９年９月２５日報

告済）ことから、原子力安全・保安院は、加圧水型軽水炉を設置する事業

者に対して、６００系ニッケル基合金により蒸気発生器出入口管台溶接部

について、運転中の漏えい監視を強化するよう指示した。（別紙２参照） 

また、現地の原子力保安検査官により敷地境界周辺のモニタリングポ

スト等の指示値に異常がないことを確認している。 

 

（ＩＮＥＳによる暫定評価） 
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【問い合わせ先】 

原子力安全・保安院 

原子力防災課原子力事故故障対策室 森田、高須 

電話：０３－３５０１－１６３７ 

原子力発電検査課 根井、前川 

電話：０３－３５０１－９５４７ 
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蒸気発生器出入口管台溶接部からの漏えい監視強化について 

 

      経済産業省原子力安全・保安院       

NISA-163b-07-2       

 

原子力安全・保安院（以下「当院」という。）は、定期検査中の日本原子力発

電㈱敦賀発電所２号機において、Ａ及びＢ蒸気発生器１次冷却材入口管台溶接部

にき裂が確認され、技術基準上必要な板厚を下回っている部分がある旨、本日、

報告を受けました。 

また、定期検査中の関西電力㈱美浜発電所２号機において、Ａ蒸気発生器１次

冷却材入口管台溶接部にき裂が確認され、技術基準上必要な板厚を下回っている

部分があることが確認された旨、平成１９年９月２５日に報告を受けました。 

これらのき裂はすべて６００系ニッケル基合金を用いて溶接を行った蒸気発

生器入口管台溶接部において発生したものと認められます。 

当院は、これらのき裂が直ちに安全に重大な影響を及ぼすものではないと考え

ていますが、加圧水型原子炉を設置する事業者に対して、６００系ニッケル基合

金により溶接された蒸気発生器出入口管台溶接部について、運転中の漏えい監視

を強化するよう指示します。 

なお、上記のき裂が発生した原因の調査結果を踏まえ、改めて詳細点検実施等の

指示を行う場合があることを申し添えます。 

 

  

 


